
第24章 海外の金融当局との連携強化 

 

Ⅰ 金融監督者間の２国間連携強化 

 

金融取引のグローバル化の進展に応じて、国際的に高度な金融取引を展開する金融機

関の検査・監督を適切に行っていくためには、海外の金融監督当局等との連携を強化し

ていくことが極めて重要であり、個別案件ごとに連絡を取り合っている。また、定期的

に金融監督当局等との協議を行い、金融セクターの動向や規制・監督上の共通の重要事

項等について意見交換を実施している。 

 

（最近の主な金融協議等) 

2006年９月  日独財務金融協議（シンガポール） 

2006年11月 日ＥＵ会計基準の動向に関するモニタリング会合（第１回）（東京） 

2006年12月 日米保険協議（東京） 

2006年12月 日韓金融協議（ソウル） 

2007年１月  日米財務金融対話・金融サービス作業部会（東京） 

2007年３月  日中韓金融監督協力セミナー（東京） 

2007年３月  日ＥＵ会計基準・監査の動向に関するモニタリング会合（第２回）

（東京） 

2007年３月  日ＥＵ金融ハイレベル協議（東京） 

2007年６月  日英金融監督者協議（ロンドン） 

2007年６月  日米ハイレベル証券市場対話（東京） 

 

 

Ⅱ 金融庁の技術支援の取組み 

   

金融庁は、銀行、証券、保険の３分野を一元的に監督する立場（integrated regulator）  

 から、我が国の経験や前述の国際会議等での議論をアジアの新興市場国に伝えることを

通じて、各国の金融当局との連携強化に努めることも重要な役割となっている。  

また、近年、金融の国際化・一体化が急速に進展するなか、我が国と緊密な関係を有

するアジアの新興市場国の金融システムの健全な発展は、我が国を含む国際金融システ

ムの安定性の向上において一層重要となっていることから、金融庁は技術支援の実施を

通じたアジアの新興市場国の金融当局の能力向上や人材育成に積極的に取り組んでいる。 

 

１．証券監督者セミナー  

2006 年 10 月に、アジア等の新興市場国に対する技術支援の一環として、アジアを

中心とする新興市場 15 カ国から、証券市場規制監督担当者 26 名を招き、「アジア等

新興市場国の証券市場規制監督担当者に対する国際研修」（東京セミナー）を開催し

た。当セミナーでは、最近の証券規制監督に係る課題について、金融庁・証券取引等

監視委員会の職員、自主規制機関の職員などによる講義等を行った。また、当セミナ
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ーの参加者は、ＯＥＣＤ及びアジア開発銀行研究所が主催した「第８回アジア資本市

場改革ラウンド・テーブル」を聴講した。 

 

  ２．証券法務執行セミナー 

2006 年 10 月に、アジア諸国をはじめとする新興市場国の証券当局法務執行担当者

等24名の研修生を対象として、「第６回証券法務執行セミナー」を開催した。このセ

ミナーでは、証券取引等監視委員会の職員や我が国の自主規制機関の実務担当者等が、

ケース・スタディーやグループ・ディスカッションなどを通じて、証券取引等監視委

員会の担う調査、検査、取引審査実務や、自主規制業務等を講義することにより、ア

ジア新興市場国の人材育成ひいては証券行政・市場の発展に貢献することを目的とし

ている。 

 

３．預金保険セミナー 

2007年3月に、預金保険制度の導入を検討中、もしくは導入直後のアジア新興市場

国５カ国の金融監督当局担当者（計８名）を対象に、金融のセーフティネットに関す

る制度の立案・実務についてセミナーを開催した。当セミナーでは、金融庁職員や預

金保険機構の職員が、我が国における預金保険制度の変遷や運営、公的資金返済の仕

組み等の紹介、預金保険基金の運営などについて講義を行ったほか、預金保険機構が

主催した「預金保険機構ラウンド・テーブル」にオブザーバー参加した。 
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